
 

「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」の一部改正について 

 

令和２年１２月２４日 

 

 

  建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作

業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等（令和元年国土交通省告示第 269号）の一部改正に伴い、「特定の職種及び作業に係る技能実

習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表します。 

 

記 

赤字下線が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P2-3 第１ 技能実習を行

わせる体制の基準 

【関係規定】 

（経過措置） 

附則第２条 この告示の施行の日（以下この条において

「施行日」という。）前に第一号技能実習に係る技能実

習計画に関して行われた外国人の技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下この条

において「法」という。）第八条第一項の申請に係る法第

九条第六号及び第九号の認定の基準については、第

一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

２  施行日から起算して一年を経過する日までの間に第

二号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の

（経過措置） 

附則第２条 この告示の施行の日（以下この条において

「施行日」という。）前に第一号技能実習に係る技能実

習計画に関して行われた外国人の技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下「法」

という。）第八条第一項の申請に係る法第九条第六号

及び第九号の認定の基準については、第一条及び第

二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

２  施行日から起算して一年を経過する日までの間に第

二号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の



規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３  施行日から起算して三年を経過する日までの間に第

三号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４  施行日において現に法第八条第一項又は第十一条

第一項の認定を受けている技能実習計画（前三項の規

定によりなお従前の例によることとされた認定の基準に

適合するとして認定を受けたものを含む。）に関して行

われた法第十一条第一項の申請に係る法第九条第六

号及び第九号の認定の基準については、第一条及び

第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３  施行日から起算して三年を経過する日までの間に第

三号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４  施行日において現に法第八条第一項又は第十一条

第一項の認定を受けている技能実習計画（前三項の

規定によりなお従前の例によることとされた認定の基準

に適合するとして認定を受けたものを含む。）に関して行

われた法第十一条第一項の申請に係る法第九条第六

号及び第九号の認定の基準については、第一条及び

第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（経過措置の特例） 

附則第３条 前条第一項の規定に基づきなお従前の例に

よることとされた法第八条第一項の申請に係る法第九

条第六号及び第九号の認定の基準に適合するものとし

て法第八条第一項の認定を受けた第一号技能実習に

係る技能実習計画に係る技能実習生であって、新型コ

ロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措

置法（平成二十四年法律第三十一号）附則第一条の

二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をい

う。）及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた

者に係る第二号技能実習に係る技能実習計画及び当

該技能実習生に係る第三号技能実習に係る技能実習

計画に関して行われる法第八条第一項の申請につい

ての前条第二項及び第三項の適用については、同条

第二項中「一年」とあるのは「二年」と、同条第三項中



「三年」とあるのは「四年」とする。 

2 P4 第１ 技能実習を行

わせる体制の基準 

○  建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行

わせる体制の基準は、令和２年１月１日より施行され

ますが、 本基準が適用されるのは、 

①令和２年１月１日以降に、新規の認定申請をする第１

号技能実習計画 

②令和３年１月１日以降に、新規の認定申請をする第２ 

号技能実習計画 

③令和５年１月１日以降に、新規の認定申請をする第３ 

号技能実習計画 

からです。それより前に新規の認定申請をする技能実習

計画や、旧基準で認定を受けている技能実習計画の変

更申請については、本基準は適用されません。 

○ 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行

わせる体制の基準は、令和２年１月１日より施行されま

したが、本基準が適用されるのは、 

①令和２年１月１日以降に、新規の認定申請をする第１

号技能実習計画 

②令和３年１月１日以降に、新規の認定申請をする第２

号技能実習計画 

③令和５年１月１日以降に、新規の認定申請をする第３

号技能実習計画 

からです。それより前に新規の認定申請をする技能実習

計画や、旧基準で認定を受けている技能実習計画の変

更申請については、本基準は適用されません。 

ただし、令和２年１月１日の前日以前に第１号技能実

習計画の新規の認定申請を行い旧基準で認定を受けて

いる第１号技能実習生について、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大による入国制限等の影響を受け、その第１

号技能実習の開始が遅れたことにより、第２号又は第３号

技能実習計画の新規の認定申請が上記②又は③に該

当することとなる場合においては、当該技能実習生に係る

技能実習計画に限り、令和４年１月１日の前日以前に第

２号技能実習計画の新規の認定申請を、令和６年１月１

日の前日以前に第３号技能実習計画の新規の認定申請

を行うときは、旧基準を適用することとします。 

3 P4 第１ 技能実習を行

わせる体制の基準 

 

【確認対象の書類】 

 

 

 

【確認対象の書類】 

・１号技能実習計画に係る認定通知書の写し（省令様式

第２号）※２号・３号申請時であって、令和２年１月１日

の前日以前に１号申請を行い旧基準で認定を受けてい



 

・建設業法第３条の許可を受けていることを証する書類 

・申請者の建設キャリアアップシステム事業者ＩＤを明らか

にする書類（メール「【建設キャリアアップシステム】事業

者情報新規登録完了「事業者ＩＤ」のお知らせ」又はハ 

ガキ「建設キャリアアップシステム事業者情報登録完了

のお知らせ」の写し。パスワードはマスキングしてくださ

い。） 

・建設キャリアアップシステム技能者登録誓約書（建設参

考様式第１号）※１号申請時のみ 

・技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者ＩＤを明

らかにする書類（建設キャリアアップカードの写し）※２

号・３号申請時のみ 

【留意事項】 

○ 認定申請日については、旧基準の適用を受けるため

に施行日前に技能実習計画を申請したものの、郵送で

の到着が遅延したこと等により、施行日後の受理となっ

た場合には、新基準が適用されますのでご留意願いま

す。このため、余裕をもって申請いただくことをお勧めし

ます。 

 

る場合のみ 

・建設業法第３条の許可を受けていることを証する書類 

・申請者の建設キャリアアップシステム事業者ＩＤを明らか

にする書類（メール「【建設キャリアアップシステム】事業

者情報新規登録完了「事業者ＩＤ」のお知らせ」又はハ

ガキ「建設キャリアアップシステム事業者情報登録完了

のお知らせ」の写し。パスワードはマスキングしてくださ

い。） 

・建設キャリアアップシステム技能者登録誓約書（建設参

考様式第１号）※１号申請時のみ 

・技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者ＩＤを明

らかにする書類（建設キャリアアップカードの写し）※２

号・３号申請時のみ 

【留意事項】 

○ 認定申請日については、旧基準の適用を受けるため

に施行日前に技能実習計画を申請したものの、郵送で

の到着が遅延したこと等により、施行日後の受理となっ

た場合には、新基準が適用されますのでご留意願いま

す。このため、余裕をもって申請いただくことをお勧めし

ます。 

○ 上記ただし書きによる旧基準が適用される申請期限

についても同様です。 

4 P6-7 第２ 技能実習生の

待遇の基準 

【関係規定】 

（経過措置） 

附則第２条 この告示の施行の日（以下この条において

「施行日」という。）前に第一号技能実習に係る技能実

習計画に関して行われた外国人の技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下この条

において「法」という。）第八条第一項の申請に係る法第

（経過措置） 

附則第２条 この告示の施行の日（以下この条において

「施行日」という。）前に第一号技能実習に係る技能実

習計画に関して行われた外国人の技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下「法」

という。）第八条第一項の申請に係る法第九条第六号



九条第六号及び第九号の認定の基準については、第

一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

２  施行日から起算して一年を経過する日までの間に第

二号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３  施行日から起算して三年を経過する日までの間に第

三号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４  施行日において現に法第八条第一項又は第十一条

第一項の認定を受けている技能実習計画（前三項の規

定によりなお従前の例によることとされた認定の基準に

適合するとして認定を受けたものを含む。）に関して行わ

れた法第十一条第一項の申請に係る法第九条第六号

及び第九号の認定の基準については、第一条及び第

二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

及び第九号の認定の基準については、第一条及び第

二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

２  施行日から起算して一年を経過する日までの間に第

二号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３  施行日から起算して三年を経過する日までの間に第

三号技能実習に係る技能実習計画に関して行われた

法第八条第一項の申請に係る法第九条第六号及び第

九号の認定の基準については、第一条及び第二条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４  施行日において現に法第八条第一項又は第十一条

第一項の認定を受けている技能実習計画（前三項の

規定によりなお従前の例によることとされた認定の基準

に適合するとして認定を受けたものを含む。）に関して行

われた法第十一条第一項の申請に係る法第九条第六

号及び第九号の認定の基準については、第一条及び

第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（経過措置の特例） 

附則第３条 前条第一項の規定に基づきなお従前の例に

よることとされた法第八条第一項の申請に係る法第九

条第六号及び第九号の認定の基準に適合するものとし

て法第八条第一項の認定を受けた第一号技能実習に

係る技能実習計画に係る技能実習生であって、新型コ

ロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措

置法（平成二十四年法律第三十一号）附則第一条の



二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をい

う。）及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた

者に係る第二号技能実習に係る技能実習計画及び当

該技能実習生に係る第三号技能実習に係る技能実習

計画に関して行われる法第八条第一項の申請につい

ての前条第二項及び第三項の適用については、同条

第二項中「一年」とあるのは「二年」と、同条第三項中

「三年」とあるのは「四年」とする。 

5 P8 第２ 技能実習生の

待遇の基準 

○ 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習生の

待遇の基準は、令和２年１月１日より施行されますが、

本基準が適用されるのは、 

①令和２年１月１日以降に、新規の認定申請をする第１

号技能実習計画 

②令和３年１月１日以降に、新規の認定申請をする第２ 

号技能実習計画 

③令和５年１月１日以降に、新規の認定申請をする第３ 

号技能実習計画 

からです。それより前に新規の認定申請をする技能実習

計画や、旧基準で認定を受けている技能実習計画の変更

申請については、本基準は適用されません。 

○ 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習生の

待遇の基準は、令和２年１月１日より施行されました

が、本基準が適用されるのは、 

①令和２年１月１日以降に、新規の認定申請をする第１

号技能実習計画 

②令和３年１月１日以降に、新規の認定申請をする第２

号技能実習計画 

③令和５年１月１日以降に、新規の認定申請をする第３

号技能実習計画 

からです。 

それより前に新規の認定申請をする技能実習計画や、

旧基準で認定を受けている技能実習計画の変更申請に

ついては、本基準は適用されません。 

ただし、令和２年１月１日の前日以前に第１号技能実習

計画の新規の認定申請を行い旧基準で認定を受けてい

る第１号技能実習生について、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大による入国制限等の影響を受け、第１号技能

実習の開始が遅れたことにより、第２号又は第３号技能実

習計画の新規の認定申請が上記②又は③に該当するこ

ととなる場合においては、当該技能実習生に係る技能実



習計画に限り、令和４年１月１日の前日以前に第２号技能

実習計画の新規の認定申請を、令和６年１月１日の前日

以前に第３号技能実習計画の新規の認定申請を行うとき

は、旧基準を適用することとします。 

6 P8 第２ 技能実習生の

待遇の基準 

【確認対象の書類】 

・技能実習計画認定申請書（省令様式第１号） 

・報酬に関する誓約書（建設参考様式第２号） 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

○ 認定申請日については、旧基準の適用を受けるため

に施行日前に技能実習計画を申請したものの、郵送で

の到着が遅延したこと等により、施行日後の受理となっ

た場合には、新基準が適用されますのでご留意願いま

す。このため、余裕をもって申請いただくことをお勧めし

ます。 

【確認対象の書類】 

・技能実習計画認定申請書（省令様式第１号） 

・１号技能実習計画に係る認定通知書の写し（省令様式

第２号）※２号・３号申請時であって、令和２年１月１日

の前日以前に１号申請を行い旧基準で認定を受けてい

る場合のみ 

・報酬に関する誓約書（建設参考様式第２号） 

 

【留意事項】 

○ 認定申請日については、旧基準の適用を受けるため

に施行日前に技能実習計画を申請したものの、郵送で

の到着が遅延したこと等により、施行日後の受理となっ

た場合には、新基準が適用されますのでご留意願いま

す。このため、余裕をもって申請いただくことをお勧めし

ます。 

○ 上記ただし書きによる旧基準が適用される申請期限

についても同様です。 



7 建設参考様

式第１号 

 

 
 

8 建設参考様

式第２号 

 

 
 



9 建設参考様

式第３号 

 

  

 


